
最高裁秘書第179号

令和3年2月2日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

、 最高裁判所事務総長中村
』

司法行政文書開示通知書

令和2年12月28日付け（令和3年1月4日受付，第020844号）で申出

のありました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしました

ので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で7枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話03 （3264） 5652 （直通）



日付：令和3年1月6日

ページ： ． . ・ 1/7
既済事件一覧表． 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

法廷 主任裁判官主任鯛査官’ 事件番号 披卜告人 備考 終局区分 ｜憲法|少数上告受理｜ 終局日上告人番号

山口厚 家原尚秀 |令2年(受)第4"号
山口厚 小川卓逸 ｜令2年(受)第483号

不受理1第1小法廷

2 ，第1小法狂

□ □R2．11．5

R2･11･5 不受理 □ 四

令2年(受)第526号第1小法廷 深山卓也 家原尚秀 不受理R2．11．53 ■ ■

R2･11．5

R2．11 ．5

R2．11p5

R2・11.D5

R2o11o5

R2。11．5

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

喝
一
喝
鍔
鴫

７
７
９
１

０
２
４
０

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

受

受

受

受

く
く
く
く

年
年
年
年

隷
隷
報
一
控

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

埜
轤
鼬
鋤

小池裕

池上.政幸

池上政幸

山口厚

山口厚

山口厚．

裕
一
郵
一
毒
一
鋤

■
二
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

４
・
ｌ
５
ｌ
６
ｌ
７
８
９

笹本哲朗

笹本哲朗

船所寛生

本條裕

堀内元城

号
号
号
号
一
号

号
号
号
号
号
号

５
６
，
３
４
＄
５

３
．
１
１
９
１
３

郵

却

郵

郵

郵

封

郵

翻

翻
一
録
》

年
年
年
年
年
年
年
年
年

年
年

報
禄
隷
隷
隷
隷
隷
盈
、
禄
禄
隷

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
く

第1小法廷|小池裕 R2.11.5 1不受理10 ■ ■
■
■
ｒ
Ｅ
ｐ

お
回
蒔 一

□
｜
□

廷
廷
法
法
小
小
１
１
第
第

１
２

１
１

裕
一
裕

池
池

小

小

不受理

不受理

R2．11．5

R2．11‐5

□
｜
□

＝

池上政幸 舟橋,伸行第1小法廷 不受理R2．11．513 □ |■

14第1小法廷池上政幸 高瀬保守 R2･11．5 不受理 □｜□

'5'第'''､法廷|山ﾛ厚
16第1小法廷|山口厚

野中伸子 R2..11.5 不受理 ■ ■

準
一
締

露

》
｜
帳
雫

不受理

不受理

不受理不受理

R2．11．5

R2．11･5 :~：’7第'小法廷|池上政幸
一

小池裕第1小法廷 R2．11．518 |■ □

小池裕 森川さっき 令2年(受)第1282号第1小法廷 不受理R2．11．519 ■ ■

’
癖
一
詫
一
籍
一
幅

露
一
謡

怖
漸
一
霊
誠
一
旭
癖

号
号
号
号
号
号

１
７
８
３
９

７

９
９
０
．
５
６

９

２
‐
２
３
３
３
３

１
１
１
１
１
１

》
》
一
》
》

》
｜
率

く
く
く
く
ｌ
く

》
｜
》
｜
》
》
》
一
》

峰
健

錘
錘
錘
窪

第
第
第
第
第
第

１
１

１
１
１
１

Ｊ
Ｊ

４
川
川
川

加
到
型
詔
一
劉
溺

叩
一
割
一
皿
一
蝿
一
皿
一
岨

厚
一
軸
一
厚
一
裕
一
厚
一
厚

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

R2．11-5

R2･11．5

R2．11．5

R2qll・5

R2･.11．5

R2．11 ．5

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□

旦
旦
口
互
口
亘

も



日付：令和3年1月6日

ページ： 2/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～． 令和2年11月30日

－ －

上告受理備考 終局区分 憲法|少数番号 法廷 主任裁判官主任飼査官 事件番号 終局日被上告人上告人

R2．11･6 1不受理26 第2小法廷 岡村和美 鷹野･旭 ｜令2年(受)第544号 ■

□
｜
口
二
■■

■

号

歩

唖

ｍ

９
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

〈
や
く
わ

塞
織
さ
志

川
田
森
前 口言

その他
一一

不受理
27 1第型法廷三浦守
281第2小法廷'三浦守

□
｜
□

R2．11．6

R2．11．6

宣言

２
１
０
３
０
０

１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

〈
わ
《
わ 不受理第2小法廷菅野博之 志村由貴 R2･11．6 | |■29

』

不受理不受理号

号

１
２
７
９
０
０
第
第
〕
ｊ

受
§
受

く
く
年
年
２
２

《
祠
今
市 号

R2･11．6

R2．11･6 1不受理

第2小法廷岡村和美 前田志織 ■ ■30

第2小法廷|三浦守
第2小法廷|三浦守 号

２
４
９
２

郡
一
割

』
ｊ
受
受
く
ｌ
年
年
２
２
令
令

子
亮

坤

癖

野
貝

□旦止且
□｜□

31 ”

不受理R2｡11o6

R2･11．6

32

不受理匡
言
匡
巧

２
９
５
８
１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

《
わ
く
洞

第2小法廷 菅野博之 本條裕 □ i■33

1

34第2小法廷|菅野博之 ｜舟橋伸行
35第2小法廷~|菅野博之 ｜森川さつ:

R2.11;6 1不受理
R2"11･6 不受理

叩
乖号

号
０
７
６
６
２
２

１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２
令
令
き
行
挙
伸
川
橋
森
舟 舟橋伸行 R2｡11 ｡6 1不受理岡村和美36第2小法廷 □ 口

一
□不受理

不受理

理

’
草野耕一 笹本哲朗 令2年(受)第1276号37第2小法廷 R2'11 o6 □

’ 38第2小法廷 三浦守
39第2小法廷 草野耕一

’ 40第3小法廷|戸倉三郎
41第3小法廷宮崎裕子

42第3小法廷林景一

43第3小法廷戸倉三郎

44第3小法廷戸倉三郎
1 ■

45第3小法廷戸倉三郎

46第3小法廷'林道晴

47第3小法廷宮崎裕子

48第3小法廷戸倉三郎

49第3小法廷|林景一
50第3小法廷林道晴

草野耕一

戸倉三郎

錘一塞

小小
３２

第第

林景一

戸倉三郎第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷|林景一
第3小法廷林道晴

準
窄
一
程
一
帳
一
程

１
．
１
１
２
４

第
第
第
第
第

』
ｊ

７

ｊ

ｊ

受
受
受
受
受

く
く
１
１
謁
詞
》

年
年
２
２

《
而

〈
祠

祷
一
塞
一
華
一
諏
一
錘

野中

森川

小川

理

受
受
不
不

６
６

卦
Ⅱ
０
吋
Ⅱ
Ｉ

■
■

２
．
２

Ｒ
Ｒ

□｜□
□~｢D

不受理R2｡11 ．10 ■■

R2｡'';'0 1不受理堀内

小川

□｜ |■

不受理R2．11 ．10 □ □

中野琢郎

中野･琢郎

令2年(受)第744号 R2｡1.1 ．10不受理

R2.11.10不受理

□｜□

百尼令2年(受)第745号

令2年(受)第776号｜船所寛生 不受理R2．11 ．10 ■ 囚

華
一
魂
、
｜
華
一
塞
一
認

不受理

不受理

不受理

癖
一
癖
一
癖
割
一
輻

唱
碍
罎

娼
罎

８
：
９
１
１
１

３
５
０
０
０

》

》

》

》

率

銅
頚
銅
琿
頚

《而

《
両
《
預
一
洞
二
℃

R2．11．10

R2．11｡10

R2．11．10

□
｜
□
□
｜
□
｜
□

且
叫
コ
ロ
亘

理

理

受
受
不
不

０
０
１
１

２
２
Ｒ
Ｒ｜

’



日付：令和3年1月6日

ページ： ・ 3/7
既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

事件番号 憲法少数備考 上告受理｜ 終局日 終局区分番号 法廷 ｜主任裁判官主任鯛査官 柚卜告人

トロ
51第3小法廷 宇賀克也 野中伸子 ｜令2年(受)第1086号 不受理R2･11･10 ■

｜
口
一
口

521第3/1,法廷
53第3小法廷

号
号
号

４
７
８

１
１
１

１
１
１

７
４
３

》

》

幸

年
年
年

〈
洞
《
わ
く
わ

く
く
く

２
２
２

宇賀克也

戸倉三郎

笹本哲朗

池原桃子

理
理

受
一
受

不
不

０
０

１
１

１
１

４
Ⅱ
Ｉ
咽
Ⅱ
Ⅱ

■
■
２
２
Ｒ
ＲR2．11．10

口
一
□

541第3小法廷 林道晴 川崎直也 不受理R2．11．10 □■

第3小法廷 宮崎裕子 土井文美

神谷厚毅

令2年(受)第1187号 不受理55 R2．11･b10

R2．11．10

R2･11.．10

R2．11･10

R2･11．10

■ ■

戸倉三郎56第3小法廷 令2年(受)第1261号 不受理 ■ ■

藷
一
誠
一
霧
一
電

廷
廷
一
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

３
３

３
３

第
第
一
第
第

誰

審

一

趣

劃

第
第
一
第

受
受
一
受

号
号
号

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
１
１

３
３
３

２
．
２
３

２
９
３

需
需
｜
雷

準
一
訟
一
祁

壼
一
朧
．
｜
識

不受理

不受理

不受理

訂

兜
一
弱
一
帥

□
□
｜
□

旦
一
□
｜
□
｜
□

’

鷹野旭 号
号
号
↓
号
号
号

号
号
号

哩
伽
閲
］
。
｜
犯
哩
弱
『
巧
如
偲

誹
割
罰
一
割
評
評
一
識

諦
諦

受
受
受
受
受
受
受
受
受

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

》
需
懇
一
謂

謁
一
銅
一
調
》
調

R2.11.10 1不受理 ■

第1小法廷 木澤克之 前田志織 不受理61 R2．11．12 ■ ■

鍋
一
噸
一
噸
一
轌
一
識
一
癖
一
割
一
蒜
一
率

62第1小法廷山口

63第1小法廷山口

64第1小法廷小池

65第1小法廷小池

66第1小法廷山口

67第1小法廷木澤

68第1小法廷山口

廷廷
法法

小小
１１

第第

第1小法廷 山口

厚
一
厚
一
裕
一
裕
一
厚
一
錘

癖
一
睡
一
趣
§
｜
銅
一
鑪
一
旭
一
塞
一
鱸
一
癖

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

R2．11．12

R2bllo12

R2･11．12

R2．11｡12

R2．11．12

R2．11．12

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

■
二
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

厚 不受理R2．11.J12 ■ ■

第2小法廷||草野耕一
第2小法廷|岡村和美

ロ
言
ロ
言

４
８

弱

兜

第
第

ｊ

ｊ

受
受
筑
尋
２
２

《
祠
〈
洞

不受理

不受理

９
０
６
７

|R2.''.'3
R2-11．13

□
｜
□

□
｜
□

第2小法廷岡村和美 小川卓逸 ロ
百
国
言

７
０
４
５
０
０
１
１
第
第
；
ｊ
受
受
く
Ｉ
年
年
２
２

今
和
今
而

不受理71

．

R2．･11．13 ■ □

２
３
４
５’７

．
７
７
７

．
ト

ー
Ｉ
Ｌ
Ｂ
０
１

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
小
小

２
２
２
２

第
第
第
第

奉
一
蹄
一
耐
一
耐

識
一
騎

一
殿
、
軍

守
一
準
毒
一
権

繩
一
癖
一
鉾
一
擁

不受理

不受理

不受理

不受理

R2｡11．13

R2．11．13

R2ﾛ11．13

R2.．11．13

1
号
号
９
２
３
９
１
１

１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

〈
わ
．
今
而

|令2年(受)第1231号

国

独立
機構
行政法人国立病院

横浜市



日付君令和3年1月6日

ページ： 、 4/7既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

主任鯛査官

和久－彦

野中伸子

〒 正答入 終局区分 憲法|少数事件番号

令2年(受)第1254号

令2年(受)第1280号

被上告人 備考 上告受理｜ 終局日

廷
廷
廷

廷
法
法
法

法
小
小
小

２
２
２

第
第
第

士拝義判官

三浦守

菅野博之

岡村和美

三浦守

宇賀克也

》
｜
お
万
一
氾
氾
一
帥

’不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

R2･11．13

R2．11．13

R2．11．13

R2･11．13

R2．11．17

□
□
｜
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
｜
□
口
口
□
□
□
□
□
□
□

□

■■

□□

》

《
》
｜
》

一

一

》

《

年
年
年
年
年
年

年
年

隷
隷
隷
隷
禄
隷
霊
隷

く
く
く
く
く
く
く
く

癖
一
舞
一
率

確
一
準
需

第2小法廷

第3小法廷

林道晴 前田志織 不受理第3小法廷 R2．11．1781

》
｜
》
》
｜
》
｜
》

晴
一
割
郵
劃

時

道
倉

倉
倉
道

林
戸
戸

戸
林

廷
廷
廷
廷
廷

嶬

嶢

嶢

確

惟

３

３

３

３

３

第
第
第
鶴
」
箆

哩
調

酔
閖

師

第3小法廷

第3小法廷

高瀬保守

中野琢郎

船所寛生

本條裕

野中伸子

宮崎県 R2･11-17

R2．11．17

R2．11．17

R2･11･.17

R2．11．17

R2･11・17

I

１

１

号
号
１
６
０
２
２
２

令
日
■
鼻
可
■
■

第
第
１
ｊ
受
受
Ｉ
く
年
年
２
２

《
祠
〈
わ戸倉三郎 宮崎朋紀87第3小法廷 不受理

」鷹野旭 令2年(受)第1234号88 第3小法廷林道晴 R2｡11．17 1不受理 □｜□

R2･11｡17 1不受理土井文美 令2年(受)第1281号89 第3小法廷 宇賀克也 ■ □

土井文美第3小法廷 林道晴 令2年(受)第1294号

令2年(受)第1296号

不受理R2･11・17 □ |■90

宮崎裕子

戸倉三郎

宇賀克也

林景一．

菅野博之

中野琢郎 R2･11･17 1不受寧廷
廷

侭
幟
一
睡
嘩
嶢
健

睦
嘩
嘩

法
法
小
小
３
３
３
３

２
１
．
１
１
１
１
１

第
第
第
第

第
第
第
第
第
第
第

例
鯉
一
鰡
叫
鯛
蛎
”
卵
的
叩
伽
一

一
１
１

１
’

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

癖
一
割
一
癖
一
露

宣
言
宮
言
自
呑
口
言

９
．
４
８
８

２
３
３
０

９
５
２
１

第
一
第
第
第

劃
萄
勤
劃

く
く
く
く

年
年
年
年

２
２
２
２

今
Ｔ
《
わ
く
洞
《
わ

怖
一
塞
一
蹄
一
旭

R2｡11．17

|R2o11617

1R2.11.17

R2．11･18

R2-11．19

□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
口

小池裕

小池裕

小池裕

小池裕

木澤克之

深山卓也

堀内元城

堀内元城

堀内元城

堀内元城

本條裕

船所寛生

亘
言
』
言

８
８
５
５
８
９

詞

詞

；
ｊ

侵

侵

年
年

詠

隷
一

R2．11．19

R2．11．19

R2．11-19

R2o11o19

R2｡11。19

ｌ
ｐロ

言
ロ
言

９
９
５
５

１
１
０
１

潭
麓

受

受

く
く

春
一
審

《
祠
《
祠

号
樗
１
５

８
０
．

７
１
第
第

ｊ

；

受

受

》

｜銅

’
－

神戸市

函館市

向日市

向日市

向日市

向日市



日付；令和3年1月6日
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繊表 上告受理終局日 終局区分 ！憲法|少数

｜□｜□
｜□｜□

口一□

事件番号 上告人 被上告人器
一
煙
一
価

廷
廷

廷
法
法

法
小
小

１

１

．
第
第

聿拝桑判官

池上政幸

主任鯛査官

中野琢郎

土井文美

鳩
鰐

需
一
罎
娼

鳩
幅
・
鵺
幅
曜
蝪
幅
罎

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

０
１
１
３
３
３
３
．
４
０
２
２
３
３

第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第
第

１
ｊ
ｊ
７
１
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｊ
１
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く
く
く
く
く
ｌ
ｌ

く

年
年
年
年
年
年
年
年
年

年
年
年
年

２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２
２

２

〈
わ
く
祠
”
《
祠
《
Ｔ
《
わ
く
わ
く
祠
今
祠
〈
わ
《
わ
《
や
今
祠
〈
祠

R2｡11.19 1不受理
R2･11･19 1不受理

，-チｰ r■■■'■一■二一一二四 ・J』宅．

深山卓也

深山卓也第1小法廷 神谷厚毅 不受理104 R2．11．19 □ 画

子
美
伸
文
中
井
野
士

幸
．
政
裕
上
池
池
小
廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

５
６
０
０
１
１

R2･11･19 1不受理
R2.11｡19 1不受理

□

□

口
一
口

小池裕第1小法廷 斗谷匡志 不受理R2．11．19107 □ □

》
》
》
》
》

深山卓也

池上政幸

三浦守

草野耕一

菅野博之

副
一
癖

輻
一
謡
鵬

第1小法廷

第1小法廷

塞
一
華
一
鍼
一
癖

趣

R2･11｡19

R2｡11o19

R2・11．20

R2･11・20

R2.1,1.20

□
｜
□
口
弄
〕
一
□

口
百
一
□
｜
□

□

畑
一
噸
一
ｍ

■

毒
匂
一

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

２
２
２

第
第
第
、
｜
地

廷
廷
法
法
小
小
２
２
第
第

畑
一
岬

113 ．菅野博之 斗谷匡志 不受理R2．11．20 □時
塞
耐
出
虫
憲
押
一
癌
輝
誼
翻
睡
副
』
壺
御
蜀
罰
圏
埼
催
輔
澤
踊

岡村和美 山本拓 不受理R2．11．20 ■ ■

草野耕一 不受理船所寛生 令2年(受)第1350号第2小法廷 R2．11？20 巴
旧
一
℃

■115 ■

｜
崖
一
躍

不受理

不受理

第2小法廷|菅野
第2小法廷|菅野

斗谷匡志

土井文美

ロ
宕
巨
言

６
５
６
０
３
４
１
１
第
第
』
ｊ

受
一
受

く
く
年
年
２
２

〈
Ｔ
《
詞

R2｡11．20

R2｡11・20

価
一
ｍ

■
｜
｜
画

遥
量
再
蒔
尭
鞘
翌

宮崎裕子船所寛生

林道晴 ｜家原尚秀

宮崎裕子 令2年(受)第103号 不受理第3小法廷 R2･11．24118 ■ ■

令2年(受)第703号 不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

119第3小法廷林道晴 家原尚秀

120第3小法廷宇賀克也堀内元城

｜船所寛生121第3小法廷林景一

122第3小法廷宇賀克也 ｜川崎直也
123第3小法廷林景一 本條裕

124,第3小法廷戸倉三郎 川崎直也

廷廷

嘘確
川川

３３
第第

川崎直也

本條裕

宇賀克也

林景一

R2．11･24

R2．11．24

R2．11．24

R2．11．24

R2．11．24

R2911・24

□
｜
□
｜
口
一
口
｜
□
｜
□

Ｌ
・
Ｉ
里
凸
凸
茜

輻
一
幅

罎

罎

１
’
１
２
２

溺
爾
園
園

受
一
受
受
受

く
く
く
く

群
奔
奔
奔

一
洞
呑
祠
《
わ
く
わ

一
厚
４
．

令2年(受)第1277号

令2年(受)第1339号林道晴 ｜土井文美 不受理
｜

第3小法廷 R2･11．24125 ■’ □

126第3小法廷|林道晴 ｜野中伸子 令2年(受)第1384号 R2.11.24 1不受理 □｜□
－

日本司法支援センター



日付：令和3年1月6日
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

判官｜主任鯛査官 ・ 事件番号 終局区分 憲法|少数番号 法廷

127 1第3小法廷

主任裁 被上告人 備考 上告受理終局日上告人

林道晴

宮崎裕子

宮崎裕子

山口厚

深山卓也

志
志

旭
匡
匡

野
谷
谷

鷹
斗
斗

号

号
号

３

７
９

２
・
２
６

４

４
４

１
１
１

第
第
第

１
Ｊ
ｊ

受
受
．
受

く
く
く

年
年
年

２
２
２

《
祠
〈
詞
〈
洞

不受理R2．11･24 □ □

錘
誕
一
錘
錘

小
小
小
小

３
３

１
１

第
第
一
第
第

R2.11.24不受理

R2.11.24決定(移送）

R2･11.26不受理

R2.11･26不受理

R2｡11．24

R2．11･24

R2．11．26

128

129

130

131

□
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

幹

龍
一
罐
一
瓢

唱
得
碍
房

７
０
９
９

６
７
９
９

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受

く
く
く
く

年
年
年
年

２
２
２
２

《
祠
《
祠
・
今
市
〈
洞

率
一
報
一
轄
一
密

第1小法廷 池上政幸 不受理R2｡11．26132 ■

用
■
■
■
Ｆ
ｒ
Ｌ
。
Ｌ
■
■
■
■
■
■
■
画
■
■
■
■
Ｌ
■
■
画
丘
■
・
■
■
］

第1小法廷|池上政幸 琢郎 不受理R2･11・26133 □ □

壷
一
壷
一
厚

号
号
号
号
号
号

８
８
５
４
２
３

２
２
３
９
６
６

０
１
１
，
１
２
２

１
１
．
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

１
ｌ
ｌ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受

く
く
く
く
く
く

年
年
年
年
年
年

２
’
２
２
２
２
２

令
．
令
令
令
一
令
令

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
．
１

第
第
第

樗

樗
一
皿

前田志織

貝阿彌亮

堀内元城

不受理

不受理

不受理

R2･11．26

R2．11･26

R2-11．26

R2．11．26

134

－

135

136

137

138

口
一
□
｜
□

口
一
口
一
□

｢

第1小法廷 山口厚 船所寛生 不受理 □ □

本條裕第1小法廷｜山口厚 不受理R2.･11．26 □ □

第1小法廷 山口厚 川崎直也 不受理R2．11｡26139 ■ ■

工
宅
皿

ト
ー
且
ユ
ト
■
鏡

『■
Ｆ
も
ｒ
－

Ｐ
－

Ｆ
Ｅ
・
Ｆ
ｌ

亀
胆

■
。

1

池上政幸140第1小法廷 宮崎朋紀 令2年(受)第1271号 不受理R2=11q26 □ ■

醤蟻第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

樗
一
蝿
一
棒

壷
一
裕

壷

郵
一
癖
一
裕
一
蠅

雲

罎
娼
鍔
碍
一
喝

第
第
第

第
第

１
Ｊ
１
ｊ
ｊ

ｌ
１
１
１
１

２
３
３
３
↑
４

８
２
３
３
．
０

隼
一
癖
》
雑
墨

今洞

今
洞
今
詞
呑
祠
《
祠

轄
一
調
一
輪
一
認
一
》

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

叩

唖
一
幅
一
蝿
一
順
一
怖
一
岬
一
岬

R2．11．26

R2"11．26

R2P11b26

R2｡11㎡26

R2．11占26

□
｜
旧
匹
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
’

厚
一
裕
一
裕
一
裕
子
裕

叩
一
蝿
雨
一
唖
一
蝿

罎
唱
鍔
瑁
一
幅
一
鍔

刎
“
“

妬
旧
妬

甥
》
》
｜
》
｜
》
、
》

隷
鈍
隷
隷
隷
一
隷

軸
一
露
一
癖

鱈
一
轄
一
詔

R2．11．26

R2．11．26

R2．11．26

’ 野
司
る

謡
鰐

’

森川さっき第1小法廷 山口厚 不受理149 R2｡11．26 □ ■

託 副2口9．11 國
函

森川さっき

本條裕
1501第2小法廷草野耕一
151 1第2小法廷草野耕一

判決(破棄・差戻）

不受理ゞ

R2&11．27

R2o11o27

□
｜
画

"一一

港区

国． ．

千葉県



日付：令和3年1月6日
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既済事件一覧表 集計期間 令和2年11月1日～ 令和2年11月30日

事件番号 上告人 1‘ 被上告人 終局区分

不受理

不受理、

不受理

不受理

不受理

不受理 二

不受理

不受理

不受理

主任鯛壷官

池原桃子

本條裕

舟橋伸行

本條裕

神谷厚毅

鷹野旭

前田志織

森川さっき

壁
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
□
｜
□

埜
□

終局日
R2．11．27

R2．11．27

R2･11・27

R2．11･27

R2．11．27

R2．11．27

R2･11．27

R2･11．27

R2．11．27

法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

士仔鐘判官

三浦守

菅野博之

三浦守

岡村和美

三浦守

三浦守

三浦守

草野耕一

毒
一
睡
噸
一
掴
一
価
一
統
御

’
1号

一
号
号
号
号
号
号
号
号

８
８
４
８
３
６
８
９
５

８
２
．
７
９
０
７
８
８
２

０
２
２
，
２
３
３
３
３
４

１
．
１
１
１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
・
ｊ
ｊ

受
一
受
受
受
受
受
受
受
受

く
く
く
ｌ
く
く
く
く
く

年
年
ゞ
年
年
年
年
年
年
年

２
２
．
２
２
２
２
２
２
２

〈
や
今
や
今
や
く
わ
〈
両
今
市
今
預
今
わ
く
洞

大和市

四
一
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

158

、159

菅野博之船所寛生

岡村和美鷹野旭

160

亘
言
巨
言

７
４

３
．
４

４
４
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年

、
２
２

《
祠
〈
や

不受理準
一
窪

小

小

２

２

第
第

R2p11・27 ■’161 図

162 R2｡11｡27 1不受理三浦守 森川さっき ■| || |■

東京都

国

|寄居町


